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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

イ
ー
タ
ー
事
業
の
共
同
に
よ
る
実
施
の
た
め
の
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
の
特
権
及
び
免
除
に

関
す
る
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
協
定
は
、
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
等
に
対
し
て
、
裁
判
権
か
ら
の
免
除
、
強
制
執
行
の
免
除
、
直
接

税
等
の
免
除
等
の
特
権
及
び
免
除
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ー
タ
ー
事
業
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
イ
ー
タ
ー
事
業
の
共
同
に
よ
る
実
施
の
た
め
の
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
の
設
立
に
関
す
る

（

「

」

。
）

、

（

）

、

協
定

以
下

イ
ー
タ
ー
協
定

と
い
う

と
共
に

二
○
○
六
年

平
成
十
八
年

十
一
月
二
十
一
日
に
パ
リ
に
お
い
て

我
が
国
政
府
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
、
中
国
政
府
、
イ
ン
ド
政
府
、
韓
国
政
府
及
び
ロ
シ
ア
政
府
の
代
表
者
に
よ
り
署
名
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
前
文
、
本
文
二
十
九
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構(

以
下
「
イ
ー
タ
ー
機
構
」
と
い
う
。)

は
、
国
際
法
上
の
法
人
格(

国
又
は
国

際
機
関
と
協
定
を
締
結
す
る
能
力
を
含
む
。)

を
有
す
る
。
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
法
人
格
を
有
す
る
も
の
と
し
、
加
盟
者
の

領
域
内
に
お
い
て
必
要
な
法
律
上
の
能
力
を
有
す
る
。
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二
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
建
物
、
公
文
書
等
は
、
不
可
侵
と
す
る
。

三
、
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
裁
判
権
か
ら
の
免
除
、
強
制
執
行
の
免
除
等
を
享
受
す
る
。

四
、
イ
ー
タ
ー
機
構
並
び
に
そ
の
財
産
及
び
収
入
に
つ
い
て
は
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
公
的
な
活
動
に
関
し
、
直
接
税
、
関
税
等

を
免
除
さ
れ
る
。

五
、
イ
ー
タ
ー
機
構
が
送
付
し
、
又
は
イ
ー
タ
ー
機
構
に
送
付
さ
れ
る
出
版
物
等
の
配
布
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ

っ
て
も
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
。

、

、

、

、

、

。

六

イ
ー
タ
ー
機
構
は

い
か
な
る
種
類
の
資
金

通
貨

現
金
又
は
有
価
証
券
も
受
領
し

及
び
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る

七
、
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
そ
の
公
用
通
信
及
び
す
べ
て
の
書
類
の
移
送
に
関
し
、
各
締
約
者
が
他
の
国
際
機
関
に
与
え
る
待
遇

よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
享
受
し
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
公
用
通
信
は
、
検
閲
し
て
は
な
ら
な
い
。

八
、
締
約
者
は
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
領
域
へ
の
入
国
、
そ
の
領
域
に
お
け
る
滞
在
又
は
そ
の
領
域
か
ら

の
出
国
を
容
易
に
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

九
、
締
約
者
の
代
表
は
、
逮
捕
及
び
抑
留
の
免
除
、
任
務
の
遂
行
上
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
、
公
用
の

書
類
等
の
不
可
侵
、
出
入
国
制
限
の
免
除
等
を
享
受
す
る
。
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十
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
職
員
は
、
任
務
の
遂
行
上
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
、
兵
役
に
関
す
る
義
務
の
免

除
、
公
用
の
書
類
等
の
不
可
侵
、
出
入
国
制
限
の
免
除
等
を
享
受
す
る
。

十
一
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
事
務
局
長
は
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
職
員
が
享
受
す
る
特
権
及
び
免
除
の
ほ
か
、
同
等
の
地
位
に
あ
る

外
交
官
に
与
え
ら
れ
る
特
権
及
び
免
除
を
享
受
す
る
。

十
二
、
専
門
家
は
、
任
務
の
遂
行
上
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
、
公
用
の
書
類
等
の
不
可
侵
等
を
享
受
す

る
。

十
三
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
理
事
会
は
、
免
除
を
引
き
続
き
享
受
す
る
こ
と
が
正
義
の
実
現
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

当
該
免
除
の
放
棄
が
イ
ー
タ
ー
機
構
及
び
加
盟
者
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
関
連

す
る
免
除
も
放
棄
す
る
。

十
四
、
こ
の
協
定
は
、
中
国
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
、
イ
ン
ド
、
日
本
国
、
韓
国
及
び
ロ
シ
ア
に
よ
る
こ
の
協
定
の
批
准
書
、

受
諾
書
又
は
承
認
書
の
寄
託
の
後
三
十
日
で
効
力
を
生
ず
る
。

十
五
、
こ
の
協
定
は
、
イ
ー
タ
ー
協
定
と
同
一
の
有
効
期
間
を
有
す
る
。


